
JP 6114831 B2 2017.4.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光発電パネルの表面に付着した砂等の塵芥を除去するための太陽光発電パネルの洗
浄装置において、
　前記太陽光発電パネルの洗浄装置は、太陽光発電パネルの上下対称位置に設置される一
対の挟持部材と、該一対の挟持部材に設けられる一または複数からなる上下一対の巻取装
置と、該一対の巻取装置に捲装される前記挟持部材間に張架されるワイヤーと、該ワイヤ
ーに固設される前記巻取装置の巻取り・送出し動作に応じて垂直移動をする清掃体と、前
記清掃体が吸引した塵芥を蓄積して廃棄する自走式吐出機構と、からなり、
　前記清掃体は、垂直方向を軸として回転自在に設置される筒状からなる回転洗浄ブラシ
と、前記回転洗浄ブラシに回転動力を供給する駆動源と、太陽光発電パネルの表面に付着
した塵芥を剥離し吸引収集するための回転洗浄ブラシの左右に設置される一対の吸引収集
機構と、太陽光発電パネルの表面の塵芥を送風排除するための清掃体の両端部に設置され
る一対の送風排除機構と、からなり、
　前記一対の挟持部材は、各々太陽光発電パネルの上端面または下端面に接する位置およ
び表面に接する位置に設置される前記清掃体の水平移動手段を装備しており、
　前記清掃体が、回転洗浄ブラシを回転させながら垂直方向および水平方向に移動して太
陽光発電パネルの表面の塵芥を剥離しつつ吸引収集機構によって吸引清掃するとともに、
太陽光発電パネルの両端部においては、太陽光発電パネル端部側の送風排除機構が剥離し
た塵芥を吹き飛ばすことにより太陽光発電パネルの清掃を行うことを特徴とする太陽光発
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電パネルの洗浄装置。
【請求項２】
　前記水平移動手段は、前進と後退を反復する構造からなり、該反復機構が太陽光発電パ
ネルの上下端面および表面に接して前進または後退することにより、前記清掃体を水平に
移動させることを特徴とする請求項１記載の太陽光発電パネルの洗浄装置。
【請求項３】
　前記一対の巻取装置は、一対のモーターからなり、前記ワイヤーに張力を与えるととも
に前記清掃体を垂直移動するため、一方のモーターのみが回転駆動して前記ワイヤーを巻
き取り、他方のモーターは該回転に応じて巻き取ったワイヤーを送り出すことを特徴とす
る請求項１記載の太陽光発電パネルの洗浄装置。
【請求項４】
　前記吸引収集機構は、前記回転洗浄ブラシが剥離した塵芥を吸引する一対の吸引ノズル
と、太陽光発電パネルに接して該塵芥を押圧移動する一対の吸引ノズルを挟む位置に太陽
光発電パネルに対して接離自在に設置される一対のスキージと、からなり、前記スキージ
は、前記清掃体の水平移動時に、進行方向と反対側のスキージが下降して太陽光発電パネ
ルに当接し塵芥を押圧移動するとともに、前記吸引ノズルが該塵芥を吸引収集することを
特徴とする請求項１記載の太陽光発電パネルの洗浄装置。
【請求項５】
　前記自走式吐出機構は、本体と、本体を移動する複数の車輪と、該車輪に駆動力を伝達
する駆動源と、圧縮空気を発生させるためのコンプレッサーと、圧縮空気を前記清掃体に
配送する空気搬送パイプと、前記清掃体が吸引した塵芥を前記自走式吐出機構の本体に搬
送する塵芥吸引パイプと、搬送された塵芥を蓄積する蓄積タンクと、前記自走式吐出機構
が前記清掃体を追随するための追随センサーとからなり、
　前記清掃体の水平移動に応じて自動的に水平移動するともに、前記清掃体が吸引した塵
芥を前記塵芥吸引パイプを介して受け取り前記蓄積タンクに蓄積し、前記蓄積タンク下部
から塵芥を落下吐出することを特徴とする請求項１記載の太陽光発電パネルの洗浄装置。
【請求項６】
　前記挟持部材は、グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）またはジャイロス
コープにより水平垂直位置を検知するとともに、前記挟持部材の進行方向を調整する自動
位置調整機構を装備することを特徴とする請求項１記載の太陽光発電パネルの洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光のエネルギーを利用して発電を行う太陽光発電パネルを洗浄するため
の洗浄装置に関し、特に、砂塵等の塵芥が多数発生する箇所に設置する太陽光パネルの全
面を迅速かつ効率よく確実に自動洗浄する太陽光発電パネル洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、太陽光発電パネルを用いた発電設備は様々な場所で運用されており、一般家
庭での使用等を目的とした小型のパネルから、大規模発電を行うための業務用の大型太陽
光発電パネルまで様々な規模、形状、仕様、規格のものが存在している。特に、業務用の
発電設備においては、発電効率の高い大容量の太陽光発電パネルが設置されている。
【０００３】
　太陽光発電の基本原理は半導体の特性を利用した光起電力効果を利用するものであり、
太陽光がエネルギー源となる。すなわち、太陽光を受けるパネル面に光が照射されること
により起電力が生じるため、発電効率のよい高性能の発電パネルであっても、砂塵やゴミ
等の付着など、汚れにより光が遮られると、発電効率が低下したり、最悪の場合、発電不
能となることが考えられる。
【０００４】
　近年では、ビルの屋上などのスペースを有効活用し、建物で使用する電力を自ら発電す
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る技術が浸透しつつある。一方で、売電等大規模発電を行うことを目的として、より広大
な面積の土地を確保して発電機器を設置することも多く行われている。理想的な設置場所
は日光を遮るものが少ない場所であるが、そのような場所はある程度限定されている。太
陽光発電パネルは、山林、平原、水面に設置することが多いが、砂丘や砂漠等の一切遮る
物の存在しない場所に設置するのが、日照時間や遮蔽物が存在しないため理想の設置場所
と考えられている。
【０００５】
　しかしながら、砂丘や砂漠に設置する場合、砂の粒子は非常に軽いため、風によって舞
い上げられた砂が太陽光発電パネルの表面に付着する。砂は容易に掃き取ることが可能で
あるが、砂の粒子は極小かつ軽量であることから、掃くだけではパネル面を移動するだけ
となってしまい、完全に除去するのが困難という問題があった。
【０００６】
　本発明の発明者である出願人は、特開２０１４－２２５２４号の出願人でもある。この
発明では、上下一対の固定ガイドレールと、左右一対の移動ガイドレールからなる移動フ
レームと、該移動フレームに装着される清掃体とからなり、清掃体は、磁気部材からなる
非接触動力伝達機構によって上下左右に移動可能に構成される技術が開示されている。
【０００７】
　この技術によると、太陽光発電パネルの洗浄作業中の振動や動作音を抑えることができ
、配線等の複雑な構成も簡素化することが可能になるというメリットがあり、また、清掃
体に設置されるブラシが一定速度で回転して太陽光発電パネルを洗浄する構造であるため
、太陽光発電パネルに付着した汚れを太陽光発電パネル全面に渡って自動的に除去するこ
とが可能となる。
【０００８】
　この技術によると、ブラシが太陽光発電パネルの表面を回転しながら掃くことにより表
面に付着または膠着した汚れを除去する事は可能となるが、微小な砂等の粒子は飛び散る
だけで、付着している場所が移動するだけであり、効果的に砂塵等の塵芥を清掃すること
は困難であった。また、太陽光発電パネル上に砂等が堆積すると、発電効率が落ちると同
時に、清掃体を移動させるための車輪が空回りしたり直線的に走行する事ができなくなり
、洗浄装置の移動フレームが太陽光発電パネル上から脱輪する虞もあり、確実な清掃の障
害となる虞があった。
【０００９】
　太陽光発電パネルの設置場所は、砂丘や砂漠等のように太陽光を遮断する物が少ない場
所が望ましいが、除去が困難な砂塵等の塵芥を効率よく清掃する必要がある。したがって
、上記問題を解消しつつ、迅速確実に砂塵等の塵芥によって汚染されたパネルの清掃を行
うことを可能とする太陽光発電パネルの洗浄装置の開発が求められていた。
【特許文献１】特開２０１４－２２５２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記問題を解決するために、太陽光発電パネルを洗浄するための洗浄装置であ
って、特に、太陽光パネルに付着した砂塵等の塵芥を迅速かつ確実に自動洗浄する太陽光
発電パネル洗浄装置に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために本発明に係る太陽光発電パネル洗浄装置は、　太陽光発電
パネルの表面に付着した砂等の塵芥を除去するための太陽光発電パネルの洗浄装置であっ
て、前記太陽光発電パネルの洗浄装置は、太陽光発電パネルの上下対称位置に設置される
一対の挟持部材と、該一対の挟持部材に設けられる一または複数からなる上下一対の巻取
装置と、該一対の巻取装置に捲装される前記挟持部材間に張架されるワイヤーと、該ワイ
ヤーに固設される前記巻取装置の巻取り・送出し動作に応じて垂直移動をする清掃体と、
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前記清掃体が吸引した塵芥を蓄積して廃棄する自走式吐出機構と、からなり、前記清掃体
は、垂直方向を軸として回転自在に設置される筒状からなる回転洗浄ブラシと、前記回転
洗浄ブラシに回転動力を供給する駆動源と、太陽光発電パネルの表面に付着した塵芥を剥
離し吸引収集するための回転洗浄ブラシの左右に設置される一対の吸引収集機構と、太陽
光発電パネルの表面の塵芥を送風排除するための清掃体の両端部に設置される一対の送風
排除機構と、からなり、前記一対の挟持部材は、各々太陽光発電パネルの上端面または下
端面に接する位置および表面に接する位置に設置される前記清掃体の水平移動手段を装備
しており、前記清掃体が、回転洗浄ブラシを回転させながら垂直方向および水平方向に移
動して太陽光発電パネルの表面の塵芥を剥離しつつ吸引収集機構によって吸引清掃すると
ともに、太陽光発電パネルの両端部においては、太陽光発電パネル端部側の送風排除機構
が剥離した塵芥を吹き飛ばすことにより太陽光発電パネルの清掃を行う構成である。
【００１２】
　また、前記水平移動手段は、前進と後退を反復する構造からなり、該反復機構が太陽光
発電パネルの上下端面および表面に接して前進または後退することにより、前記清掃体を
水平に移動させる構成である。
　また、前記一対の巻取装置は、一対のモーターからなり、前記ワイヤーに張力を与える
とともに前記清掃体を垂直移動するため、一方のモーターのみが回転駆動して前記ワイヤ
ーを巻き取り、他方のモーターは該回転に応じて巻き取ったワイヤーを送り出す構成であ
る。
【００１３】
　また、前記吸引収集機構は、前記回転洗浄ブラシが剥離した塵芥を吸引する一対の吸引
ノズルと、太陽光発電パネルに接して該塵芥を押圧移動する一対の吸引ノズルを挟む位置
に太陽光発電パネルに対して接離自在に設置される一対のスキージと、からなり、前記ス
キージは、前記清掃体の水平移動時に、進行方向と反対側のスキージが下降して太陽光発
電パネルに当接し塵芥を押圧移動するとともに、前記吸引ノズルが該塵芥を吸引収集する
構成である。
【００１４】
　また、前記自走式吐出機構は、本体と、本体を移動する複数の車輪と、該車輪に駆動力
を伝達する駆動源と、圧縮空気を発生させるためのコンプレッサーと、圧縮空気を前記清
掃体に配送する空気搬送パイプと、前記清掃体が吸引した塵芥を前記自走式吐出機構の本
体に搬送する塵芥吸引パイプと、搬送された塵芥を蓄積する蓄積タンクと、前記自走式吐
出機構が前記清掃体を追随するための追随センサーとからなり、前記清掃体の水平移動に
応じて自動的に水平移動するともに、前記清掃体が吸引した塵芥を前記塵芥吸引パイプを
介して受け取り前記蓄積タンクに蓄積し、前記蓄積タンク下部から塵芥を落下吐出する構
成である。
【００１５】
　また、前記挟持部材は、グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）またはジャ
イロスコープにより水平垂直位置を検知するとともに、前記挟持部材の進行方向を調整す
る自動位置調整機構を装備する構成である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、上記詳述した通りの構成であるので、以下のような効果を奏する。
１．ワイヤーを挟持部材に設置される上下一対の巻取装置に捲装した状態で挟持部材間に
張架し、該ワイヤーに清掃体を固設したため、巻取装置の回転で清掃体の上下移動を可能
とするとともに、ワイヤーの張力を保つことが可能となる。この構成に回転洗浄ブラシを
設けたため、太陽光発電パネルの表面に付着または膠着した塵芥を剥離除去することがで
きる。また、回転洗浄ブラシの左右に一対の吸引収集機構を設置したため、パネル表面に
付着する塵芥を吸引清掃することが可能となる。更に、清掃体の両端部に一対の送風排除
機構を設置したため、太陽光発電パネルの両端部において太陽光発電パネル端部側の送風
排除機構が剥離した塵芥を吹き飛ばすことができ、端部の仕上げが容易となる。
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２．水平移動手段が前進と後退を反復する構造としたため、清掃体を水平に前後移動する
ことが可能となる。
【００１７】
３．モーターからなる一対の巻取装置のうち一方のモータがワイヤーを巻き取る構造とし
たため、清掃体の上下移動時にワイヤーの張力を保つことが可能となり、太陽光発電パネ
ルを上下一対の挟持部材によって確実に挟持することが可能となる。
４．吸引収集機構の構造を、塵芥を吸引する一対の吸引ノズルと、該吸引ノズルを挟む位
置に太陽光発電パネルに対して接離自在に設置される一対のスキージとからなる構成とし
たため、スキージが太陽光発電パネルに接して該塵芥を押圧移動することで、吸引ノズル
が漏れなく塵芥を吸引除去することが可能となる。
【００１８】
５．自走式吐出機構に清掃体を追随するための追随センサーを設けたため、自走式吐出機
構が清掃体に伴って移動し、清掃体が吸引した塵芥をタンクに蓄積して適宜な箇所に落下
吐出することが可能となり、吐出した砂塵等の塵芥が巻き上げられてパネルに再付着する
ことなく清掃を継続できる。
６．挟持部材が、グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）やジャイロスコープ
により水平垂直位置を検知する構造としたため、積もった砂塵上であってもまっすぐ太陽
光発電パネル上を進行させることができる。また、挟持部材に自動位置調整機構を設けた
ため、挟持部材の進行方向の調整が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る太陽光発電パネル洗浄装置を、図面に示す実施例に基づいて詳細に
説明する。
　図１は、本発明に係る太陽光発電パネル洗浄装置の使用状態を示す図であり、図２は、
挟持部材の太陽光発電パネルとの接触部の拡大図である。図３は、清掃体の内部機構を示
す図であり、図４は、清掃体の断面図である。
【００２０】
　本発明に係る太陽光発電パネルの洗浄装置１０は、太陽光発電パネル１を洗浄するため
の可動式自動洗浄装置であって、図１に示すように、挟持部材１００と、清掃体２００と
、自走式吐出機構３００とからなるものであり、清掃体２００が太陽光発電パネル１上を
水平方向に移動しながら太陽光発電パネル１の表面に付着した砂等の塵芥を除去し、順次
清掃体２００の位置を上下移動させることで任意の高さ位置においての清掃が可能となる
。
【００２１】
　挟持部材１００は、太陽光発電パネル１の上下対称位置に設置される一対からなる部材
であり、図１に示すように、太陽光発電パネル１を上下から挟持しつつ清掃体２００の水
平移動を行うための部材である。上下一対の挟持部材１００は、後述するワイヤー１２０
を介して接続されており、該ワイヤー１２０の張力によって太陽光発電パネル１を挟持す
る構造であるため、強度のある材質で構成される事が望ましい。本実施例では、ステンレ
ス、樹脂製素材を用いているが、これに限定されるものではない。
【００２２】
　挟持部材１００には巻取装置１１０が設置される。巻取装置１１０は、図１に示すよう
に、上下一対の挟持部材１００の夫々に対向するように設置されており、上下で一対とな
る構成となっている。本実施例では、巻取装置１１０は、上下の挟持部材１００に２個ず
つ取り付けられており、上下間で対向する巻取装置１１０同士が一対を成す構成となって
いる。
【００２３】
　上下一対の巻取装置１１０間には、ワイヤー１２０が巻取装置１１０に捲装された状態
で張架されている。すなわち、一方の巻取装置１１０がワイヤー１２０を巻き取ると、対
となっている他方の巻取装置に捲装されたワイヤー１２０が張力を保った状態で送り出さ
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れる構造となっている。これにより、一対の挟持部材１００は巻取装置１１０を介してワ
イヤー１２０により上下間が接続されており、かつ、ワイヤー１２０の張力によって、上
下の挟持部材１００が太陽光発電パネル１を挟持して安定させている。
【００２４】
　ワイヤー１２０には、図１に示すように、清掃体２００が固定設置されている。清掃体
２００は、太陽光発電パネル１を清掃するための部材であり、巻取装置１１０によるワイ
ヤー１２０の巻取り・送出し動作によって、垂直方向へ上下移動可能に設置されている。
【００２５】
　一対の挟持部材１００には、図２に示すように、清掃体２００の水平移動手段１３０が
設置されている。水平移動手段１３０は、太陽光発電パネルの上端面または下端面に接す
る位置および表面に接する位置に設置される。この水平移動手段１３０により、図１に示
すように、上下一対の挟持部材１００がワイヤー１２０の張力を保持した状態で水平移動
することが可能となり、清掃体２００の水平方向への移動が可能となる。
【００２６】
　自走式吐出機構３００は、清掃体２００の水平移動とともに自動的に清掃体２００を追
尾する部材であり、清掃体２００が吸引した塵芥を蓄積して適宜な箇所において廃棄する
事に供される。自走式吐出機構３００は、図１に示すように車輪付きの自走式装置となっ
ており、後述するように、清掃体２００が水平に移動しながら吸引した太陽光発電パネル
１上に付着した砂塵を受け取って蓄積した後、廃棄する。
【００２７】
　清掃体２００には、図３に示すように、回転洗浄ブラシ２１０が設置されている。回転
洗浄ブラシ２１０は、螺旋状の刷毛体からなり、垂直方向を軸として清掃体２００に回転
自在に装着される筒状部材である。回転洗浄ブラシ２１０が回転して太陽光発電パネル１
の表面をブラッシングすることにより、パネルに付着した砂泥等の汚れを剥離する。回転
洗浄ブラシ２１０は、本実施例では、清掃体２００の中央に１本設置されているが、この
構成に限定されるものではなく、汚れが付着する環境に応じて２本以上の回転洗浄ブラシ
２１０を設置することも可能であり、刷毛の形態も適宜選択可能である。
【００２８】
　回転洗浄ブラシ２１０には、図３に示すように、駆動源２２０が設置されている。駆動
源２２０は、回転洗浄ブラシ２１０に回転動力を与える部材であり、本実施例では、電気
で回転駆動するモーターが用いられている。
【００２９】
　清掃体２００には、吸引収集機構２３０が設置されている。吸引収集機構２３０は、太
陽光発電パネル１の表面に付着した砂塵等の塵芥を剥離し吸引収集するための部材であり
、図３に示すように、回転洗浄ブラシ２１０の左右に一対に設置されている。回転洗浄ブ
ラシ２１０が回転して剥離除去した砂塵等の塵芥は、そのままでは太陽光発電パネル１上
に撒き散らされた状態となり、全体としては必ずしも太陽光発電パネル１が綺麗に清掃さ
れた状態にはならなかった。吸引収集機構２３０をこの位置に設置することにより、太陽
光発電パネル１の表面に付着した砂塵や、回転洗浄ブラシ２１０が剥離した砂塵を吸引収
集することが可能となり、確実な砂塵等の塵芥の除去を行うことが可能となった。なお、
吸引収集機構２３０の吸引力を得るための圧縮空気は、後述するように、自走式吐出機構
３００から供給される構造である。
【００３０】
　清掃体２００には、更に送風排除機構２４０が設けられている。送風排除機構２４０は
、太陽光発電パネルの表面に風圧を掛けることによりパネル表面に付着した塵芥を送風除
去するための部材であり、図３に示すように清掃体２００の左右両端部に設置される。な
お、送風排除機構２４０の風に圧力を与えるための圧縮空気は、後述するように、自走式
吐出機構３００から供給される構造である。
【００３１】
　太陽光発電パネルの洗浄装置１０を上記構成とすることにより、清掃体２００が、回転
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洗浄ブラシ２１０を回転させながら垂直方向および水平方向に移動して太陽光発電パネル
１の表面の塵芥を剥離した後、吸引収集機構２３０によって吸引除去清掃することが可能
となる。また、太陽光発電パネル１の両端部に清掃体２００が到達した場合においては、
太陽光発電パネル１端部側に設置されている送風排除機構２４０が作動して、剥離した塵
芥をパネル外へ吹き飛ばすことが可能となる。これにより太陽光発電パネル１を全面に渡
って清掃を行うことが可能となる。
【００３２】
　水平移動手段１３０は、より詳細には、前進と後退を反復する反復機構からなる。本実
施例では、図２に示すように、水平移動手段１３０は無限軌道（キャタピラー（登録商標
））からなり、該無限軌道構造が太陽光発電パネル１の上下端面および表面に接して前進
または後退することにより、挟持部材１００の水平移動が可能となり、清掃体２００を水
平に移動させることが可能となっている。この構造とすることにより、太陽光発電パネル
１上に砂塵等が積もった場合であっても、確実に清掃体２００を水平方向に移動させるこ
とが可能となった。
【００３３】
　一対の巻取装置１１０は、一対のモーター１１２ａ・１１２ｂからなる構成である。本
実施例では、清掃体２００の垂直移動時に、モーター１１２ａ（または１１２ｂ）が回転
駆動してワイヤー１２０を巻き取る。このとき他方のモーター１１２ｂ（または１１２ａ
）は回転動力が与えられていない状態となっており、前記回転駆動に応じて巻き取られて
いるワイヤー１２０が送り出される。これにより、ワイヤー１２０に張力を与えるととも
に清掃体２００を垂直移動することが可能となる。
【００３４】
　巻取装置１１０は、回転動力が与えられていない時には、外力に応じて容易に回転しな
いようにストッパー機構（図示せず）が設けられていることが望ましい。これにより、ワ
イヤー１２０の張力を保つことが可能となり、また、清掃体２００の垂直移動を安定化さ
せることが可能となる。また、本実施例では、巻取装置１１０は上下の挟持部材１００に
各々２個取り付けられているが、各モーターの回転数が同数となるように制御するモータ
ー回転制御機構（図示せず）を設ける事が望ましい。これにより、清掃体２００の垂直移
動をより安定させることが可能となる。
【００３５】
　吸引収集機構２３０は、図３に示すように、一対の吸引ノズル２３２と一対のスキージ
２３４ａ・２３４ｂからなる構成である。吸引ノズル２３２は、回転洗浄ブラシ２１０が
剥離した塵芥を吸引するためのノズルであり、回転洗浄ブラシ２１０を挟む対称位置に設
けられる。また、スキージ２３４ａ・２３４ｂは、太陽光発電パネル１に接してパネル表
面に付着する砂塵等の塵芥を押圧して移動する左右一対の部材であり、図４に示すように
、一対の吸引ノズル２３２を挟む位置に太陽光発電パネル１に対して接離自在に設置され
る。
【００３６】
　スキージ２３４ａ・２３４ｂは、本実施例では、図４に示すように、清掃体２００の水
平移動時に、進行方向と反対側のスキージ２３４ａ（または２３４ｂ）が太陽光発電パネ
ル１に向けて下降し太陽光発電パネル１に当接して塵芥を押圧移動する。このとき、他方
のスキージ２３４ｂ（または２３４ａ）は、上昇したままとなっている。これにより、吸
引ノズル２３２が吸い残した砂塵等の塵芥をスキージ２３４ａ（または２３４ｂ）が押進
回収し、再度吸引ノズル２３２が吸引収集することが可能となり、砂塵等の塵芥が積もる
可能性の高い場所であっても、効率の良い太陽光発電パネル１の清掃が可能となった。
【００３７】
　自走式吐出機構３００は、清掃体２００を追尾して清掃体２００に圧縮空気を送るとと
もに清掃体２００が回収した砂塵等の塵芥を受け取る装置であり、図１に示すように、本
体３１０と、複数の車輪３２０と、駆動源３３０と、コンプレッサー３４０と、空気搬送
パイプ３５０と、塵芥吸引パイプ３６０と、蓄積タンク３７０と、追随センサー３８０と
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からなる。
【００３８】
　本体３１０は、自走式吐出機構３００の本体であり、本実施例では、ステンレスまたは
樹脂製素材からなるが、使用場所が砂丘や砂漠を想定している事から、砂塵等が入りにく
い密封構造となっていることが望ましい。また、機器のオーバーヒートを防ぐため、断熱
材等を用いる事も考えられる。車輪３２０は、本体３１０を移動するための車輪状部材で
あり、本実施例では４輪によって構成されている。また、駆動源３３０は車輪３２０に駆
動力を伝達するものであり、本実施例では電動モーターを用いている。
【００３９】
　コンプレッサー３４０は、清掃体２００の吸引収集機構２３０が利用する吸引力を得る
ことや、送風排除機構２４０が利用する圧風である圧縮空気を発生させる機器である。ま
た、空気搬送パイプ３５０は、圧縮空気を清掃体２００に配送する細長状管体である。ま
た、塵芥吸引パイプ３６０は、清掃体２００が吸引した塵芥を自走式吐出機構３００の本
体３１０に搬送する細長状管体である。
【００４０】
　蓄積タンク３７０は、清掃体２００から塵芥吸引パイプ３６０を介して搬送された塵芥
を蓄積するための収容タンクである。また、追随センサー３８０は、自走式吐出機構３０
０が清掃体２００を自動的に追随するためのセンサーである。該センサーが追跡制御機構
（図示せず）と協調して車輪３２０と駆動源３３０を制御し、清掃体２００を追跡する。
【００４１】
　自走式吐出機構３００は、上記構造となっているため、清掃体２００の水平移動に応じ
て自動的に水平移動することが可能となっており、また、清掃体２００が吸引した塵芥を
塵芥吸引パイプ３６０を介して受け取り、蓄積タンク３７０に蓄積することが可能となる
。蓄積した塵芥は、蓄積タンク３７０下部から落下吐出する構成となっている。蓄積タン
ク３７０を用いない構造の場合、吸引した塵芥をそのまま廃棄することになるが、清掃体
２００から送られてくる塵芥は圧縮空気により勢いがあるため、そのまま廃棄すると圧縮
空気が地面に積もっている砂塵を巻き上げ、清掃した太陽光発電パネル１を再度汚してし
まうという問題点があった。本実施例の自走式吐出機構３００を用いる事により、砂塵等
の塵芥を巻き上げてパネルに再付着することなく清掃を継続することが可能となった。
【００４２】
　挟持部材１００は、グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）またはジャイロ
スコープを装備する構成とすることが可能である。これにより、挟持部材１００の水平垂
直位置を検知することが可能となる。また、挟持部材１００の進行方向を調整する自動位
置調整機構１４０を装備する構成とすることが可能である。これにより、検知した水平垂
直位置情報を利用して挟持部材１００の進行方向を調整することが可能となり、積もった
砂塵上であっても、挟持部材の進行方向を調整しながらまっすぐ太陽光発電パネル上を進
行することが可能となる。
【００４３】
　また、挟持部材１００は、レーザーセンサー１５０を装備する構成とすることが可能で
ある。レーザーセンサー１５０は、挟持部材１００の進行方向の障害物を検知する部材で
ある。レーザーセンサー１５０が検知した障害物情報を利用して自動位置調整機構１４０
が挟持部材１００の進行停止や進行方向の調整を行うことが可能となり、安定した太陽光
発電パネル１の洗浄を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係る太陽光発電パネル洗浄装置の使用状態を示す図
【図２】挟持部材の太陽光発電パネルとの接触部の拡大図
【図３】清掃体の内部機構を示す図
【図４】清掃体の断面図
【符号の説明】
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【００４５】
　１　　太陽光発電パネル
　１０　　太陽光発電パネルの洗浄装置
　１００　　挟持部材
　１１０　　巻取装置
　１１２ａ、１１２ｂ　　モーター
　１２０　　ワイヤー
　１３０　　水平移動手段
　１４０　　自動位置調整機構
　１５０　　レーザーセンサー
　２００　　清掃体
　２１０　　回転洗浄ブラシ
　２２０　　駆動源
　２３０　　吸引収集機構
　２３２　　吸引ノズル
　２３４ａ、２３４ｂ　　スキージ
　２４０　　送風排除機構
　３００　　自走式吐出機構
　３１０　　本体
　３２０　　車輪
　３３０　　駆動源
　３４０　　コンプレッサー
　３５０　　空気搬送パイプ
　３６０　　塵芥吸引パイプ
　３７０　　蓄積タンク
　３８０　　追随センサー
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